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平成９年度集団的個別指導の
実施に当たって

平成６年５月に中央社会保険医療協議会に審
査、指導・監査小委員会が設置された。この年は
これまでの承認事項が届出制に変わった年でもあ
った。委員会における支払い側と診療側とのせめ
ぎあいがあったとの事であるが、結果として集団
的個別指導の導入を診療側が認める形で結着を
み、平成７年４月小委員会報告が提出された。こ
れを受けて４０年ぶりに改正がなされ、指導・監査
は「指導大綱」（平成７年１２月２２日保発第１１７号）
及び「監査要綱」（平成７年１２月２２日保発第１１７
号）により取り扱われることとなった。
指導の目的は「保険診療の質的向上及び適正化

を図ることを目的とする」とあり、その方針は
「保険診療の取り扱い、診療報酬の請求等に関す
る事項について周知徹底させることを主眼とし、
懇切丁寧に行う」とある。北海道では懇切丁寧な
指導がなされているが、本州では威圧的指導によ
り不測の事態が惹起された事実があるのも記憶に
新しいことである。
監査においては返還金の生じた場合の措置に関

する記載があるが、指導においては返還の記載は
ない。しかし個別指導では自主返還なる言葉で実
質的に返還金が生じているのが現状である。これ
は診療内容または診療報酬の請求に関して適正を
欠く部分を指摘され、診療機関も認めたため生ず
るもので慣習となって現在も続いている。ただ、
指導大綱の要監査の項に、指導を中止し、直ちに
監査を行うことができるとの記載があるのでご留
意いただきたい。即ち、いつでも監査に切り換え
られますよという御墨付きである。指導形態は従
来からの「集団指導」と「個別指導」は変わら
ず、新たに「集団的個別指導」が追加された。以

下「集団的個別指導」について記述する。
成立過程において、将来的には医師会が主体的

に行って良いとの言質があり、具体的な方法、範
囲、深さは話し合いの余地が多分にあり、それぞ
れの地域特性なども考慮され、各都道府県で独自
の方式をとることろが散見されてきている。厚生
省は、「指導の目的は都道府県の中において、その
医療機関がどういう位置付けであるかという事を
認識して、併せて医療担当者側の自主点検を行う
機会にしてもらうという事である。なお従来の個
別指導は今までどおり保険医療機関の約４％
（７０００件）について実施するが、これは１カ月位前
に通告し直近２カ月間のレセプトをチェックして
きた。集団的個別指導を規則等を勉強する機会と
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して活用することによって自主点検を行うのに十
分な時間（２年間の猶予を指す）が確保された」
との見解を示した。
指導形態であるが、「一定の場所に集めて個別に

簡便な面接懇談方式で行う」と記載されている。
指導は「集団部分」と「個別部分」よりなる。昨
年は「集団部分」は約２０分間、対象者全てに講習
方式で行われた。２０分間では内容も充実しておら
ず、これだけのために診療を休み、長時間かけて
集まっても実効は上らず、不満続出は当然であ
る。しかし集団部分だけの対象者は２年間は集団
的個別指導の対象除外となるので沈黙してしまう
のもうべなるかなである。「個別部分」は自主返還
は伴わず、カルテの持参も義務付けられてはいな
いが、概ね２０分間（病院３０分間）に亘り、従来の
個別指導と変わらない方式で行われるので、かな
り緊張を強いられると言える。対象者も高点数だ
けで選定されたものであり、高点数に関して相当
の理由を有する医療機関が多かった。それ故に翌
年の改善を指導されても合理性に欠けるため、
翌々年に連動する従来の個別指導への実施は不当
と言えよう。ただ２年後の個別指導の対象は点数
という基準ではなく、指導対象となる件数を基準
とする。即ち、妥当な保険診療をしているところ
が高点数というだけで繰り返し指導を受ける事に
ならないよう配慮しているとの事である。指導対
象となる医療機関の選定であるが、病院は４つの
区分の各々の平均点数の１１０％以上、診療所につ
いては１１の診療区分毎の平均点数の１２０％以上の
医療機関で、総数の上位から高点数順に概ね８％
の範囲のものを集団部分の対象とし、上位４％の
ものを個別部分の対象としている。
厚生省は点数が高い所イコール悪い所という捉

え方はしていない。選定に当たって出来るだけ恣
意的要素が入らない客観的基準として診療報酬の
点数基準を用いたとしている。また、選定に当た
っては個人ではなく組織で対応する方針で選定委
員会を設置した。委員会は行政の中の組織である
から行政だけで運用するが、医師会とは十分協議
するので独断で実施することはない。しかし、公
平性の観点から行政の責任において決めると言明

している。なお選定に用いたデータ（レセプト）
は公表しないとのことである。選定の類型が実態
と異なっているものについては見直しを行うこと
としている。
以上が昨年の集団的個別指導で実施された内容

の概略である。本年の実施に際しては昨年の実態
をふまえて見直しが必至である。
第１の問題点として、本年の指導対象の選定に

当たっては、昨年の集団的個別指導を受けたもの
は除外されている。昨年は上位８％が集団的個別
指導を受けたのであるから、本年は上位９％～
１６％が集団部分の対象となり、９％～１２％が個別
部分の対象となる。これでは昨年の集団部分の対
象者より低い点数のものが個別部分を受けること
になる。いわゆる「中抜け」現象が起こり不平が
現出するのは明らかである。
第２点は選定の類型の見直しである。昨年は人

工透析を行うものが内科だけで区別されていたこ
とから、本年は�内科（主として人工透析を行う
ものを除き…）�内科（主として人工透析を行う
もの、内科以外で主として人工透析を行うものを
含む）と明確に記載した。その他の変更は�精神
・神経科に心療内科が�外科に麻酔科が�整形外
科にリハビリテーション科が含まれた。
第３点は医薬分業に関する不公平性である。本

年は院外処方せんを発行している保険医療機関に
ついては、類形区分毎に一定の加算をすることと
なった（加算点数の算出に当たっては厚生省から
のデータを活用する）。
最後に指導形態についてである。最大の矛盾は

いわゆる「中抜け」現象の解消である。本年は集
団部分の内容を充実させ、概ね１時間程度とし、
対象医療機関の個別のケースに係わる特徴的な内
容を例示し、要改善・要検討の指導を行うことと
した。これによって個別部分は極力行わないよう
にし、上位４％のうちで特に個別面談が必要と思
われる医療機関に限って意見交換を行う中で指導
を行うこととなった。本年は道との話し合いが長
引き、実施が９月にずれ込んだが各位のご協力を
仰ぐ次第である。本年の実態を来年後の更なる改
善の糧と考えたい。
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